
                                
 
 
 
                                      

第 一 部 

三役の役割について 

会長・幹事 

次期キャビネット幹事 

L篠 順三 

次期三役セミナー 



会長 

（ａ）本クラブの首席執行者となる。 

（ｂ）本クラブおよび理事会のすべての会合を主
宰する。 

（ｃ）理事会およびクラブの定例および臨時会合
を招集する。 

（ｄ）本クラブの常設および特別委員を任命し、
委員会が適切に活動し、報告が適切になされ
るよう各委員長に協力する。 

 



会長 

（ｅ）選挙会が適切に公示、通達、開催されるよ
う留意する。 

（ｆ）所属ゾーンにおける地区ガバナー諮問委員
会の正規委員となり、同委員会に協力する。 

  

 2015～2016（第55版）ライオンズ必携（P121～Ｐ122）より抜粋 

 



会長の重要な心得 

クラブ全体を把握して、クラブを運営する役職である。 
 

会長の独断で運営は出来ない。委員会・理事会・例会 

の承認を得て、実行が出来る。 
 

対外的に、各種団体等への出席・参加が多くなる。 
 

クラブの顔であり、発言・態度等で、クラブの様子・運 

営・方針が見える。 
 

身だしなみも、他の人から見て 見苦しくない服装をす 

ることが望ましい。 

 



幹事とは① 

会長および理事会の指揮監督のもとに、クラブと所属
地区（単一、あるいは準および複合）および国際協会
間の連絡に当たる。そのため次の諸事項を行う。 

 （ａ）国際理事会が要求する情報を含む、国際協会に 

  より指定された月例会員報告書および他の報告書 

  を国際本部に提出する。 

 （ｂ）地区ガバナー・キャビネットに対し、月例会員報告 

  書を含めキャビネットの要求する報告書を提出す 

  る。 

 （ｃ）所属ゾーンにおける地区ガバナー諮問委員会の 

  正規委員となり、同委員会に協力する。 

 2015～2016（第55版）ライオンズ必携（P121～Ｐ122）より抜粋 

 



幹事とは② 

 （ｄ）クラブの会合および理事会の議事録、出席率、委員 

  の任命、選挙、会員の情報、会員の住所および電話 

  番号、会員の会費納入の記録を含む全般的な記録を 

  保管する。 

 （ｅ）会計と協力して、四半期または半期毎に各委員に対 

  して会費その他の納入金を請求し、それらを受け取り 

  、クラブ会計に引き渡し、会計から領収書を得る。 

 （ｆ）理事会の要求があれば、その職務遂行に対して保証 

  金ないしこれに代わる担保を提出する。 

 （ｇ）任期終了時には、クラブの記録全般を後継者へ迅速 

  に引き継ぐ。 

 2015～2016（第55版）ライオンズ必携（Ｐ122）より抜粋 

 



幹事の重要な心得 

クラブの中心（要）となり、会長を補佐し、会長と共にク 

ラブを運営する役職である。 

運営は、委員会で決議し、理事会で決議後、例会の承 

認を得て、実行が出来る。 

そのためにも、クラブの各委員会の会合には、必ず出 

席し、委員会を把握する。 

会長が知らなくても、幹事は知っているくらいに、クラブ 

全体を把握する。 

会長同様に、各種団体等への出席・参加が多くなりま 

すので、発言・態度・服装等には十分気を付けましょう 

 



来期日程決定事項 

第１００回国際大会 

 ２０１７年６月３０日～７月４日（米国・シカゴ） 

第５５回ＯＳＥＡＬフォーラム 

  ２０１６年１１月１０日～１３日 （香港） 

  

３３０－Ａ地区第６３回年次大会 

  ２０１７年４月２２日（土）：東京プリンスホテル 

３３０複合地区第６３回年次大会 

  ２０１７年５月１４日（日）：横浜ロイヤルパークホテル 

 

 



キャビネット事務局からのお願い 

  就業時間：ＡＭ１０時～１２時、ＰＭ１時～６時 

       （１２時から１時は休憩） 
 土日祝祭日と夏季７日年末年始８日は休み 

 

  キャビネット業務以外の問い合わせは 

 役員必携やサバンナマニュアル、前年度の 

 クラブ幹事・クラブ事務局に問合せてから。 
 

  あらかじめメール・ＦＡＸでご質問ください。 

 キャビネット幹事・副幹事が対応致します。 



                                
 
 
 
                                      

第 一 部 

三役の役割について 

会計 

次期キャビネット会計 

 Ｌ田中 忠男 

次期三役セミナー 



会計とは 

 （ａ）幹事その他からすべての金銭を受け取り、財務委 

  員会から推薦され、理事会によって承認された銀 

  行に預金する。 

 （ｂ）理事会の承認によってのみ支払いを行う。 

 （ｃ）クラブの収入と支出の全般的な記録を保管する。 

 （ｄ）毎月および半期ごとに会計報告書を作成し、本ク 

  ラブ理事会に提出する。 

 （ｅ）理事会の要求があれば、その職務遂行に対して 

  保証金ないしこれに代わる担保を提出する。 

 （ｆ）任期終了時には、クラブの口座、資金および財務 

  記録を後継者へ迅速に引き継ぐ。 

 2015～2016（第55版）ライオンズ必携（Ｐ122~123）より抜粋 

 



会計の重要な心得 

会員からの浄財を預かっているので、１円たり
とも間違いがあってはならない。 

 

会計報告書は、毎月のクラブ理事会に提出し
、承認を受けることが望ましい。 

 

会長・幹事同様に、各種団体等への出席・参
加が多くなりますので、発言・態度・服装等に
は十分気を付けましょう。 

 



クラブ会計 クラブ会計事務の原則 

 １．クラブ会計は運営費会計、事業費会計、 

    会食費会計の経常会計（一般会計）と 

   特別会計とに分類する。 
 

 ２．経常各会計間では、相互に流用を 

   認めないのを原則とする。 
 

 ３．事業資金をクラブ運営に対して支出する 

      ことは禁止されている。 



  

  

  ４．運営費に余裕がある場合は例外として 

    これを事業費に流用することが認められる。 

   

  ５．全ての支出は理事会の承認を必要とする。 

クラブ会計 クラブ会計事務の原則 



  １．運営予算の作成 

    運営予算案は財務委員会が作成し、 

    理事会にて承認された後、 

    例会に提出され承認を受ける。 

 

  ２．運営予算の執行 

    予算に基づき厳格に執行する。 

    科目間の流用についてはそれほど厳密に 

    規制せず、理事会の決議によって運用されて       

         いる場合が多い。 

   

運営費会計 



  

   クラブが負担すべき会員１名あたりの 

   会費および納入金は下記の通りである。 

    

   国際会費   ＄21.50  相当額（半期） 

       

   （半期合計）  ＄21.50  相当額 

   （年額合計） ＄43.00  相当額 

負担金および拠出金 



  

    

    複合地区費      １８０円 （１ヶ月） 

    複合地区大会費    ５０円 （１ヶ月） 

    地区費          ６８０円 （１ヶ月） 

    地区大会費      １５０円 （１ヶ月） 

        

    その他 

    地区クラブ費    ２,０００円   （１ヶ月） 

     

負担金および拠出金 



   クラブが負担すべき家族会員2人目以降の 

   会費および納入金は下記の通りである。 

    

   国際会費   ＄10.75   相当額（半期） 

       

   （半期合計）  ＄10.75   相当額 

   （年額合計） ＄21.50   相当額 

負担金および拠出金 



  

    

     家族会員2人目以降の会費および納入金 

 

 

   複合地区費       免 除 

   複合地区大会費    免 除 

   地区費          免 除 

   地区大会費       免 除 

       

   なお、ゾーン会費・クラブ会費は各ゾーン、 

   ならびに各クラブの定めるところによる。 

 



  

    

    東京オリンピック・パラリンピック 

       支援協力 
 

東京オリンピック・パラリンピック支援協力として 

１メンバー１万円拠出について 

（賛助会員、家族会員二人目以降を除く） 

（2014年7月～2019年6月） 

1期 ２，０００円×5カ年 

（３３０複合地区第61回年次大会決議事項） 

 


